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■集合注射の日程

日程 時間 会場

５月15日㈬
振替23日㈭

９：30～ 11：00 睦スポーツ広場

５月15日㈬
振替23日㈭

13：00～ 14：30
上高野多目的
グラウンド

５月19日㈰
雨天決行

９：30～ 12：30 八千代市役所

５月26日㈰
雨天決行

９：30～ 12：30 八千代市役所

　路上駐車などの近隣住民への配慮のため、

会場を限定しています。

■持ち物　【登録済みの犬】①通知はがき、

②手数料１頭3,500円（注射料金2,950円、注

射済票交付手数料550円）　【未登録の犬】①

手数料１頭6,500円（注射料金2,950円、登録

手数料3,000円、注射済票発行手数料550円） 

※マイクロチップの特例制度で登録が済んで

いる場合は、登録手数料は必要ありません

■注意事項　①犬をしっかりおさえられる人

が来てください、②犬の糞を始末する準備を

お願いします、③鑑札・５年度の注射済票を

必ず装着の上、ご来場ください

■マイクロチップの特例制度による登録　５

年７月１日以降にマイクロチップの情報登録

（変更登録を含む）を行った犬については、マ

イクロチップが犬の鑑札とみなされるため、

窓口での登録手続きは不要となります。マイ

クロチップを装着していない犬や５年６月30

日までにマイクロチップの情報登録（変更登

録を含む）を行っている犬については、従来

どおり登録手数料3,000円が必要となります。

■雨天の場合　５月19日㈰、26日㈰の市役所

での集合注射は雨天決行。５月15日㈬は、当

日午前８時の時点で雨の場合は終日中止。途

中から雨が降ってきた場合は、午後の上高野

多目的グラウンドは中止し、振替日に実施し

ます。小雨の場合は健康福祉課までお問い合

わせください。

■集合注射会場で注射ができない犬　①健康

上の問題がある犬、②予防注射によりアレル

ギーなどの異常を起こしたことがある犬、③

１カ月以内に他の予防注射を受けた犬、④妊

娠中、発情中、授乳中の犬、⑤人を噛んだこ

とがあり、狂犬病の鑑定が済んでいない犬、

⑥継続して飲んでいる内服がある犬 

■集合注射で注射を受けなかった場合　６月

30日㈰までに動物病院で注射を受け、動物病

院発行の注射済証明書と通知ハガキ、手数料

をお持ちの上、市役所か支所で申請手続きを

してください。動物病院での注射料金は、集

合注射の料金（2,950円）と異なります。注

射料金などについては、受診予定の動物病院

に直接お問い合わせください。

　障害者手帳または介護保険の認定がある人や運転免許証を返納した人を

対象に、タクシー利用助成制度を４月１日㈪から以下のように実施します。

　詳しくは各担当課へお問い合わせください。

　生後91日以上の犬は、登録と毎年１回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられてい

ます。都合のよい会場でお受けください。気温が上がる時期となりますので、水分補給

などの熱中症対策を各自行ってください。お問い合わせは、健康福祉課 421-6731へ。

タクシーの利用を助成します

６年度狂犬病予防注射

⑴障害者外出支援事業 ⑵高齢者等外出支援事業 ⑶高齢者運転免許証自主返納支援事業

対象者 　市内在住かつ住民基本台帳に記録されて

いる人で、次の①～③のいずれかに該当する人

①身体障害者手帳１級・２級または視覚、

下肢、体幹、移動機能障害の３級の人、②療育

手帳Ⓐ、Ⓐの１、Ⓐの２、Ａの１、Ａの２の人、

③精神障害者保健福祉手帳１級の人

　市内在住かつ住民基本台帳に記録されて

いる人で、介護保険で要介護・要支援認定（要

介護１～５、要支援１・２）を受けている

市民税非課税の人

　市内在住かつ住民基本台帳に記録されて

いる人で、運転免許証を自主返納し、平成

29年４月１日以降に運転経歴証明書の交付

を受けた65歳以上の人

助成内容 ・対象者は毎年度申請できます。

・１枚500円の利用券で、乗車１回あたりタ

クシー料金が1,000円以上の場合は最大２

枚、1,000円未満の場合は１枚まで利用で

きます。

・一人あたり最大96枚交付します。

・市と協定を締結しているタクシー事業者

のみ利用できます。

・対象者は毎年度申請できます。

・１枚500円の利用券で、乗車１回あたりタ

クシー料金が1,000円以上の場合は最大２

枚、1,000円未満の場合は１枚まで利用で

きます。

・要支援または要介護１・２の人は一人あ

たり24枚交付します。要介護３・４・５

の人は一人あたり最大96枚交付します。

・市と協定を締結しているタクシー事業者

のみ利用できます。

・一人１回のみ申請できます。

・１枚500円の利用券で、乗車１回あたりタ

クシー料金が1,000円以上の場合は最大２

枚、1,000円未満の場合は１枚まで利用で

きます。

・一人あたり20枚交付します。

・市と協定を締結しているタクシー事業者

のみ利用できます。

※５年度までにタクシー券を交付された場

合は、３月中は１回の乗車につき１枚の利

用、４月１日㈪以降は最大２枚まで利用す

ることができます。

申請方法・

申請場所など

　障害者支援課で申請を受け付けます。申

請の際は障害者手帳（写しでも可）を持参

してください。なお、５年度にタクシー券

を申請・交付されている人で、４月１日以

降も交付対象になる人には、３月13日に申

請書などをお送りしていますので、申請の

際に提出してください。

　申請は平日午前９時～正午（受け付けは11

時30分まで）、午後１時～４時30分（受け付

けは4時まで）。介護保険被保険者証（写しで

も可）、５年１月２日以降に転入した人は、転

入前の自治体の発行した非課税証明書を持

参し、市役所敷地内多目的棟で申請ください。

申請書は申請会場か市ホームページからも

ダウンロードできます。４月15日㈪以降は

長寿支援課で交付します。

　運転経歴証明書の写しを持参してください。

申請は長寿支援課で随時受け付けます。

問い合わせ先 障害者支援課 421-6740 長寿支援課 421-6737 長寿支援課 421-6737
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市ホームページで資料などを公表しています お問い合わせ
　決算の概要、年度ごとの予算の概要や編成過程、各種分析資料などを市

ホームページで公表しています。

　一般・特別会計については、トップページから「市政情報」→「財政・

会計」へ、公営企業会計については、トップページから「八千代市上下水

道局」→「上水道（または下水道）」へ。

●一般・特別会計に関すること

　　財政課 （487）5112へ

●公営企業会計に関すること

　　上下水道局経営企画課 （483）6572へ

　公営企業会計は、経営に要する費用を料金などの事業収益で賄うもので、水道事業と公共

下水道事業が対象となります。内訳は、当該年度の経営活動に伴う収支である収益的収支と

施設の建設や改良などのための収支である資本的収支に分かれます。

水道事業会計

　資本的収入額が資本的支出額に対して不足

する額15億7,388万円は、損益勘定留保資金

などで補てんしました。

〔収支〕 　 　※税込額

区　分 収入（対前年度比）支出（対前年度比）

収益的収支
46億1,236万円

(1.1％増)
37億6,346万円

(4.4％増)

資本的収支
14億3,470万円
(92.6％増)

30億858万円
(9.9％増)

〔貸借対照表（4年3月31日現在）〕 ※税抜額

資産の部（対前年度比） 負債の部（対前年度比）

固定資産
404億3,447万円

(1.7％増)
固定負債

130億7,089万円
(2.5％増)

流動資産
36億1,690万円
(12.2％増)

流動負債
10億4,973万円

(2.8％増)

繰延収益
100億9,025万円

(0.7％増)

負債合計
242億1,087万円

(1.7％増)

資本の部（対前年度比）

資 本 金
169億7,095万円

(4.4％増)

剰 余 金
28億6,955万円

(1.1％減)

資本合計
198億4,050万円

(3.6％増)

資産合計
440億5,137万円

(2.5％増)
負債・資本
合　　 計

440億5,137万円
(2.5％増)

〔貸借対照表（4年3月31日現在）〕 ※税抜額

資産の部（対前年度比） 負債の部（対前年度比）

固定資産
400億3,420万円

(3.8％増)
固定負債

78億462万円
(7.1％増)

流動資産
20億9,948万円
(12.3％増)

流動負債
7億5,174万円
(2.1％減)

繰延収益
199億6,050万円

(5.1％増)

負債合計
285億1,686万円

(5.4％増)

資本の部（対前年度比）

資 本 金
126億7,793万円

(1.8％増)

剰 余 金
9億3,889万円
(0.2％減)

資本合計
136億1,682万円

(1.7％増)

資産合計
421億3,368万円

(4.2％増)
負債・資本
合　　 計

421億3,368万円
(4.2％増)

公共下水道事業会計

　資本的収入額（翌年度へ繰越される支出の

財源充当額4,565万円を除く。）が資本的支出

額に対して不足する額９億9,511万円は、損

益勘定留保資金などで補てんしました。

〔収支〕 ※税込額

区　分 収入（対前年度比）支出（対前年度比）

収益的収支
37億3,972万円
(2.7％増)

34億5,624万円
(2.3％減)

資本的収支
23億6,107万円
(371.4％増)

33億1,053万円
(152.8％増)

公営企業会計八千代市財政運営の

基本的計画の取組状況

　近年の財政状況を踏まえ、平成28年２月に

策定した八千代市財政運営の基本的計画を３

年３月に改訂しました。10年度までの中長期

財政収支見通しを基に、健全な財政運営の推

進に向けた財政目標値を設定しています。

　３年度決算を終えての現状と、６年度の中

間目標値及び10年度の最終目標値は下の表の

とおりです。中長期財政収支見通しは、年２

回見直しと、市民への公表を行うほか、予算

編成の基礎資料などに活用しています。

特別会計

　市には、４つの特別会計があり、保険料や

使用料などの特定の収入がある事業ごとに会

計を設け、一般会計と分けて経理することで、

収支をはっきりさせているものです。

区　分
歳入

（対前年度比）
歳出

（対前年度比）

⑴国民健康

　保険事業

160億3,059万円

（2.5％増）

156億1,607万円

（1.5％増）

⑵介護保険

　事業

136億634万円

（4.5％増）

133億1,992万円

（4.9％増）

⑶墓地事業
4,216万円

（12.7％増）

4,206万円

（12.6％増）

⑷後期高齢者

　医療

26億7,832万円

（1.4％減）

26億6,434万円

（1.5％減）

合　計
323億5,741万円

（3.0％増）

316億4,239万円

（2.7％増）

〔財政運営の基本的計画における取組状況〕

財政指標
令和10年度末
最終目標値

令和６年度
中間目標値

令和３年度
決算値

経常

収支比率
93.0%以下 94.9%以下 92.2%

公債費

負担比率
13.0%以下 14.0%以下 13.0%

財政調整

基金残高

標準財政規模の
10.0%以上
（約33.6億円）

11.1%
（約40.9億円）

市債残高 400億円以下 450億円以下 約450億円

〔損益計算書〕

【収益の部】42億3,558万円

※税抜額

【費用の部】35億5,323万円

営業外収益（納付金など）7億5,955万円

〔損益計算書〕

【収益の部】34億7,660万円

※税抜額

営業収益（水道料金など）

34億7,603万円

営業収益（下水道使用料など）

26億2,791万円

【費用の部】33億2,017万円

営業費用（減価償却費、

受水費、委託料、動力費、

人件費など）33億6,974万円

営業費用（減価償却費、

流域下水道維持管理費負担金、

委託料、人件費など）31億8,426万円

営業外収益（長期前受金戻入など）7億6,546万円

特別利益（過年度損益修正益）8,323万円

営業外費用（支払利息など）1億8,349万円 営業外費用（支払利息など）1億3,591万円

純利益　6億8,235万円 純利益　1億5,643万円


